






















































要      約:秋田県では 4 つ子以上の多胎児世帯を対象に要綱に基づき県単事業で多胎児

支援を実施しているが、平成7年度、ストレス度調査やアンケート調査を行い要綱の見直

しを試みた。5 つ子の同居家族のストレス度調査では、ヘルパー等のサービスを受けてい

るにもかかわらず、父親以外全員のストレス度が高く特に母親が最も高値を示した。この

ことから、多胎児の育児に伴う過重な肉体的、精神的負担のあることが判明した。又アン

ケート調査では多胎児世帯と単胎児世帯ではサービスの提供の主体が異なり、専門的な指

導が多胎児世帯には求められていることが判明した。そこで行政として育児支援の体制づ

くりにさらに努力する必要性が示唆された。


